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一方、近年、自動運転化への改正の動きがあり、ウィーン道路交通条約の改正では、「みなし

規定」によって、運転者の存在を前提にしてシステムへの運転委託を許容している。 

ジュネーブ道路交通条約においても作業部会（ＷＰＩ）において、同趣旨の改正案を検討中で

ある。 

 

表 ウィーン条約の改正の概要 

区分 内容 備考 

ウィーン条約

の改正 

2014 年 3 月国連・欧州経済委員会・道路交通安全

作業部会（ＷＰＩ）ウィーン条約改正案採択 

条約締約国に反対なし（2016 年３月 23日発効） 

 

変更点 第８条運転者 

 8.1：あらゆる走行中の車両又は連結車輛には、

運転者が印ければならない。 

 8.5：あらゆる運転者は常に車両を制御するか、

又は動物を誘導しなければならない。 

  １）車両の運転方法に影響を及ぼす車両システ

ムは、国際協定に適合しているときは、第８

条５項及び第 13 条１項に適合するものとみ

なす。 

  ２）車両の運転方法に影響を及ぼす車両システ

ムは、国際協定に適合していない場合であっ

ても、運転者によるオーバーライド又はスイ

ッチオフが可能であるときは、第８条５項、

第 13条１項に適合するものとみなす。 

＊国際協定：環境基準と安

全基準の国際調和を目

的とした多国間協定 

 

 

＊第 13 条１項：車両のあ

らゆる運転者は、いかな

る状況においても、当然

かつ適切な注意をして、

運転者に必要なすべて

の操作を実行する立場

にいることが出来るよ

うに車両を制御下にお

かなければならない 
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3) 国内法の検討状況 

①． ＳＩＰの方針 

我が国では、自動運転について「総合科学技術会議」が「戦略的イノベーション創造プログ

ラム」（ＳＩＰ）の１つとしてとして、「ａｄｕｓ」(Automated driving system for universal 

service)として総合的に制度改革等を推進していくこととしている。 

また同時に内閣府に設けられた「官民ＩＴＳ構想ロードマップ」として実証実験等具体化に

向けて推進することとされている。 

ＳＩＰ-ａｄｕｓでは自動運転にかかる制度として次のような走行環境を設定している。 

 
出典：ＳＩＰ-ａｄｕｓでの取り組みについて（2019年２月６日 葛巻 清吾ＳＩＰ-ａｄｕｓプログラムディレクター） 

図 自動運転の走行環境条件 

 
また、自動運転の第２期として次のような姿を想定している。 

 
出典：ＳＩＰ-ａｄｕｓでの取り組みについて（2019年２月６日 葛巻 清吾ＳＩＰ-ａｄｕｓプログラムディレクター） 

図 自動運転の全体構想 
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さらに、地域交通の事業性について次のような実証実験を行うこととしている。 

 
出典：ＳＩＰ-ａｄｕｓでの取り組みについて（2019年２月６日 葛巻 清吾ＳＩＰ-ａｄｕｓプログラムディレクター） 

図 地域交通の事業性実証実験 
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②． 道路交通法との関係 

現行の道路交通法は自動運転システムを想定していない。 

このためＳＡＥレベル１、２は対応可能であるが、ＳＡＥレベル３以上は自動運転システム

との関係について整理が必要な状況にある。 

 
出典：自動運転の実現に向けた警察の取組について（平成 31年２月６日 警察庁交通局交通企画課） 

＜http://www.sip-adus.go.jp/file/citizens2019/citizens2019_03.pdf＞ 

図 ＳＡＥレベルと現行法制度の関係 

 
さらに自動運転に関する政府目標に対し、高速道路でのレベル３に向けて下記に示す通りの

検討を行っている。 

 
出典：自動運転の実現に向けた警察の取組について（平成 31年２月６日 警察庁交通局交通企画課） 

＜http://www.sip-adus.go.jp/file/citizens2019/citizens2019_03.pdf＞ 

図 自動運転の交通ルールに係る検討体制 
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さらに、自動運転の実現に向けて道路交通法の改正試案の検討や運転者の義務のあり方につ

いて検討が進められている。 

 
出典：自動運転の実現に向けた警察の取組について（平成 31年２月６日 警察庁交通局交通企画課） 

＜http://www.sip-adus.go.jp/file/citizens2019/citizens2019_03.pdf＞ 

図 道路交通法改正試案（抄） 

 

 
出典：自動運転の実現に向けた警察の取組について（平成 31年２月６日 警察庁交通局交通企画課） 

＜http://www.sip-adus.go.jp/file/citizens2019/citizens2019_03.pdf＞ 

図 自動運転システムを使用する運転者の義務の在り方 

 

自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとと

もに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等の措置を講

じようとするため、道路交通法の一部を改正する法律案が第 198回国会（平成 31年３月）に提

出されている。  
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なお、公道における実証実験については、下記の様なガイドラインや許可基準を定めている。 

 
出典：自動運転の実現に向けた警察の取組について（平成 31年２月６日 警察庁交通局交通企画課） 

＜http://www.sip-adus.go.jp/file/citizens2019/citizens2019_03.pdf＞ 

図 行動実証実験のガイドラインの概要 

 

 
出典：自動運転の実現に向けた警察の取組について（平成 31年２月６日 警察庁交通局交通企画課） 

＜http://www.sip-adus.go.jp/file/citizens2019/citizens2019_03.pdf＞ 

図 行動実証実験の道路使用許可の概要 
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③． 道路運送車両法との関係 

現行の道路運送車両法では、自動車は、以下に示す通り、国が定める保安上又は環境保全上

の技術基準(保安基準)に適合するものでなければならないとされている。 

 
出典：自動運転の実現に向けた取り組みについて（平成 31年２月６日 国道交通省 自動車局） 

＜http://www.sip-adus.go.jp/file/citizens2019/citizens2019_02.pdf＞ 

図 自動車の安全確保に係る制度の概要 

 
今後、下記に示す通り、自動運転システムに適合する基準を策定する必要がある。 

 
出典：自動運転の実現に向けた取り組みについて（平成 31年２月６日 国道交通省 自動車局） 

＜http://www.sip-adus.go.jp/file/citizens2019/citizens2019_02.pdf＞ 

図 自動運転の安全確保に関する法制度の検討状況  
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出典：自動運転の実現に向けた取り組みについて（平成 31年２月６日 国道交通省 自動車局） 

＜http://www.sip-adus.go.jp/file/citizens2019/citizens2019_02.pdf＞ 

図 自動運転の安全確保に関する法制度の検討状況 

 
上記の流れを受けて、自動運転車等の安全な開発・実用化・普及を図りつつ、設計・製造過

程から使用過程にわたり、自動運転車等の安全性を一体的に確保するための制度を整備する「道

路運送車両法の一部を改正する法律案」が平成 31年３月に閣議決定されている。 

 
出典：国土交通省自動車局 HP 

＜https://www.mlit.go.jp/common/001277892.pdf＞ 

図 道路運送車両法の一部を改正する法律案の概要  
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④． 道路運送法との関係 

現行の道路運送法では運転者の乗車が義務付けられており、無人で自動運転するためには新

たな基準の策定が必要となっている。 

2020 年を目途として地域限定での運転手が乗車しない無人自動運転移動サービスを実現す

るという政府全体の目標を達成するためには、法令の見直しの要否も含め、運転者が乗車しな

い場合でも従来と同等の安全性及び利便性を担保するために検討が必要な事項の整理が必要で

ある。 

 
表 自動運転車の旅客自動車運送事業への導入に係る検討の方向性 

区分 内容 

検討状況 ・2020 年を目標として地域限定での運転者が乗車しない無人自

動運転移動サービスや後続無人トラック隊列走行を実現する

という政府全体の目標を達成するためには、法令の見直しの

要否も含め、運転者が乗車しない場合でも従来と同等の安全

性及び利便性を担保するための措置について検討することが

必要。 

・自動運転車を運送事業に円滑に導入するためのガイドライン

を 2018 年度中に取りまとめ予定 

地域限定での

運転者が乗車

しない無人自

動運転移動サ

ービス 

（レベル４以

上） 

＜現行＞ 

運転者の乗車を

前提とした輸送

の安全及び旅客

の利便性確保の

ための遵守事項 

＜運行管理者＞ 

○バス・タクシー事業者が実施すべき事項（道路運送法第 27条

第３項関係（抜粋）） 

・安全に関する措置を講ずるため運転者と電話等により対話

し、指示できる体制整備 

・運転車から道路及び運行の状況について確認 

・運転者に対する指導監督 

・運行する路線等に対処する運転技術 

・地理及び公衆に対する応接 

＜運転車＞ 

○運転者の制限（道路運送法 25条関係） 

・第二種自動車運転免許保持者 

○運転者が実施すべき安全確保等のための措置（道路運送法第

27条第５項関係[抜粋]） 

・旅客が死傷したときの旅客の保護 

・旅客が公の秩序に反する行為をしたときの制止等 

・天災等により安全運転ができない場合の報告 

・運行中重大な呼称を発見したときの運行の中止 

・踏切内で運行不能時の旅客の誘導、列車への防護措置 

＜レベル４以上

の導入＞ 

＜運行管理者・自動運転車> 

運転者が乗車しない場合の輸送の安全及び利用客の利便性確保

のための運行管理、整備管理等に係る遵守事項を検討し 

・法令等の所要の整備を適切に行うとともに 

・運送事業者等が自動運転車を事業を円滑に導入する為の必

要な新たな要件や、これに対応するための手順について、

ガイドライン等を策定し明確化することが必要 
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⑤． 自賠責法との関係 

平成28年11月からの自動運転における損害賠償責任に関する研究会において検討が行われ、

その報告書において、レベル４までの自動運転については、従来の運行供用者責任は維持する

こととし、今後は保険会社等から自動車メーカー等に対する求償のあり方について引き続き検

討することとされている。 

 

表 自動運転における損害賠償責任に関する研究会の検討概要 

区分 内容 

検討状況 ・現在の自賠法では、民法の特則として、運行供用者（所

有者等）に事実上の無過失責任を負わせている（免責３

要件を立証しなければ責任を負う）が、自動運転システ

ム利用中の事故においても本制度を維持することの是

非が最大の論点 

・平成 28年 11月より、自動運転における損害賠償責任に

関する研究会において検討を行い、平成 30 年３月報告

書をとりまとめている。 

・報告書においては、レベル４までの自動運転については、

従来の運行供用者責任は維持することとし、今後は保険

会社等から自動車メーカー等に対する求償のあり方に

ついて引き続き検討することとされた。 

主
な
論
点 

①自動運転システム

利用中の事故にお

ける自賠法の「運行

供用者責任」をどの

ように考えるか 

・自動運転システム利用中の事故により生じた損害につい

て「従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険会社等に

よる自動車メーカー等に対する求償行使の実効性確保

のための仕組みを検討すること。 

②ハッキングにより

引き起こされた事

故の損害（自動車の

保有者が運行供用

者責任を負わない

場合）についてどの

ように考えるか 

・自動車の保有者等が必要なセキュリティ対策を講じてい

ない場合等を除き、盗難車による自己と同様に政府保証

事業で対応することが妥当である。 

 

③自動運転システム

利用中の自損事故

について、自賠法の

保護の対象（「他

人」）をどのように

考えるか 

・現在と同様に自賠法の保護の対象とせず、任意保険（人

身損害保険）等で対応することが適応である。 
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(2) 自動運転実証実験の事例収集整理 

内閣府や国土交通省等による全国の自動運転の実証実験について、その内容と課題を収集・整理

する。 

国内では国、自治体、民間、大学等の様々な主体による自動運転の実証実験が実施・予定がされ

ている。 

 
出典：自動運転の実現に向けた警察の取組について（平成 31年２月６日 警察庁交通局交通企画課） 

＜http://www.sip-adus.go.jp/file/citizens2019/citizens2019_03.pdf＞ 

図 国内自動運転の実証実験の動向 

 

なお、対象としては鉄軌道のフィーダー交通手段としての活用可能性を見据えることから、バス

等の中量輸送システムを対象とする（タクシー等の少量輸送システムは調査対象外）。 

表 国内における実証実験の一例（整理対象事例） 

地区名 レベル 実証実験の内容 実施時期 関係機関 

宜野湾市 ３ 宜野湾自動運転バス 2017年 内閣府ＳＩＰ 

伊那市 ２ 道の駅、自動運転バス 2017年 国交省 

藤沢市 ３ 江ノ島自動運転バス 2018年 神奈川県：ＳＢドライ

ブ 
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1) 宜野湾市 

ＳＩＰ自動走行システムでは、平成 26年度から、自動運転技術を公共バスに適用することによ

り、高齢者やその他の交通制約者にも利用しやすく、定時性、速達性、安全・快適性等に優れた

次世代都市交通システム「ＡＲＴ（Advanced Rapid Transit）」の研究開発を進めている。 

沖縄県では平成 29 年度より都市部の比較的交通量が多い実交通環境におけるバス自動運転の

可能性と技術的課題を検証するために、複数回にわたりバス自動運転実証実験が進められており、

平成 29 年 10 月からは比較的交通量の多い幹線道路上での技術的課題と制御技術検証等が行われ

た。 

  
出典：戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）「自動走行システム」における 

沖縄におけるバス自動運転実証実験の概要について（平成 29年 10月 内閣府） 

＜https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20171027siryo.pdf＞ 

表 沖縄におけるバス自動運転実証実験の経緯と実験概要 

 

また、上記までの検討を踏まえ、平成 31年１月より、大型路線バスによる公道での実証実験と

して、技術実証だけでなく、一般利用者の試乗による受容性評価等を含めた検証が那覇空港と豊

見城市を結ぶルートで行われている。 

 

  



7-27 
 

2) 伊那市 

国土交通省では、高齢化が進行する中山間地域における人流・物流の確保のため、「道の駅」

等を拠点とした自動運転サーサービスの 2020 年までの社会実装を目指し、実証実験を行ってお

り、主にビジネスモデルの検討を行うための実験地域として、長野県伊那市（道の駅南アルプス

むら長谷）が選定された。 

 
出典：道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点とした自動運転サービス地域実験協議会 HP 

＜http://www.cbr.mlit.go.jp/road/selfdriving/＞ 

図 伊那市における実験の概要 

 

3) 藤沢市 

神奈川県が取り組む「ロボット共生社会推進事業」の推進と、小田急グループにおけるバスの

自動運転の検証として、平成 29 年９月に江ノ島海岸バス停と、江の島にある小田急ヨットクラブ

の間、約１kmの公道で実験が行われた。 

実験では、一般車両や自転車、歩行者が行き交う環境での自動運転バスの走行検証、及び実用

化に向けた車内のモニタリングやアナウンス方法などサービス面の検証が行われた。 

  
出典：神奈川県 HP 

＜http://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/prs/r6493380.html＞ 

図 実験車両と運転状況  
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(3) 沖縄における自動運転システムを導入するにあたっての課題の整理 

上記までの検討を踏まえ、沖縄県における鉄軌道のフィーダー交通として自動運転システムを導

入するに際しての制度上の課題は以下に示すとおりである。 

表 自動運転システム導入に向けた法制度課題 

項目 現状 課題 

１システムレベル 
・ＳＡＥレベル１、２は道路交通法

上可能とされている。 

・ＳＡＲレベル３、４は特定地区の

実証実験として行われている。 

・レベル３以上は順次具体化される

方向にあるが、それに適合するシ

ステム技術並びに制度基準の整

備を待つ必要がある。 

２適用国際法 
・日本はジュネ―ブ道路交通条約に

加盟しており、自動運転に関する

改定は現在、検討中である。 

・国際的な道路交通条約の改定と国

内法が整合されるのを待つ必要

がある。 

３適用

国内法 

１）道路運送車

両法 
・自動運転システムに対応した保安

基準、形式認定、点検整備、検査

等の基準や仕組みは検討中であ

る。 

・今後、自動運転システムに対応し

た保安基準、形式認定、点検整備、

等の基準を待つ必要がある。 

２）道路交通法 
・ＳＡＥレベル１、２は実行可能で

ある。 

・ＳＡＥレベル３以上は自動運転シ

ステムの社会実験にあたってレ

ベル３のガイドライン、並びに遠

隔型自動運転システム許可基準

が示されている。 

・自動運転の社会実験にあたっては

レベル３のガイドライン、並びに

遠隔型自動運転システム許可基

準に従う必要がある。 

・汎用の自動運転システムとしての

ＳＡＥレベル３以上は今後の検

討を待つ必要がある。 

３）道路運送法 
・運転者が乗車しない場合の輸送の

安全及び利用客利便性確保のた

めの運行管理、整備管理、のガイ

ドラインが未整備である。 

・運転者が乗車しない場合の輸送の

安全及び利用客利便性確保のた

めの運行管理、整備管理、のガイ

ドラインの策定を待つ必要があ

る。 

４）自動車損害

賠償法 
・自動運転における損害賠償責任に

ついては従来の運行供用者責任

は維持されることとされている。 

・自動運転システム利用中の自損事

故については自賠法の対象外と

することとしている。 

・自動運転における損害賠償責任に

ついては、今後、保険会社とメー

カーとの求償のあり方について

検討される予定であり、その結果

を見定めて対応する必要がある。 

５）その他 

 
・現在のＳＡＥレベル３以上の自動

運転システムはそのほとんどが

実証実験中のものである。 

・汎用に自動運転システムが導入さ

れるためには 2025 年以降になる

と考えられる。 
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 平成 30 年度調査のまとめ 

平成 30年度調査では、支線における自動運転技術の活用に向けた法制度について研究を行い、自

動運転システムの技術的進展や導入に向けた、道路運送車両法や道路交通法、道路運送法、自動車

損害賠償法などの法制度については、様々な検討が進められていることから、本線整備と合わせた

支線での自動運転技術の活用が期待されるものの、現時点では技術及び法制度等の様々な課題があ

ることが確認された。 

鉄軌道に関する制度については、本線及び支線整備における事業実施上の制度等に関する課題や

その事業スキームなど、研究を要する課題が依然多く残されていることから、引き続き研究を行う。 
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